
別紙２ 

 
（倫理面への配慮について） 

 ・研究対象者に対する人権擁護上の配慮、不利益・危険性の排除や説明と同意（インフォームド・コ 
 ンセント）への対応状況及び実験動物に対する動物愛護上の配慮等を記入すること。 

 

＜倫理上の配慮＞ 
本研究では、世界医師会による「ヘルシンキ宣言」及び厚生労働省「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」を遵守すること基本とする。以下の４つの要件、 
・個人情報を取り扱わない 
・人体から採取された資料等を用いない 
・観察研究で、人体への負荷を伴わない 
・被験者の意思に回答が委ねられ、質問内容が被験者の心理的苦痛をもたらさないと想定される 
をいずれも満たすため、倫理審査への申請は行わない。 
しかしながら、研究倫理に関する基本的な指針を遵守し、また研究の公正性、信頼性の確保の観点から
利益相反（COI）の管理を適切に行い、関連する指針に基づきその透明性を確保し厳密かつ確実に行う
こととする。 
＜データ保存および取扱い＞ 
研究で得られたデータの管理については、各研究室の施錠可能な室内に限定して利用し、それ以外の持
ち出しを禁止する。管理責任者は研究代表者の今井博久とする。データの保存期間は研究終了後5年間
とする。 

 遵守すべき研究に関係する指針等 
 （研究の内容に照らし、遵守しなければならない指針等については、該当する指針等の「□」の枠 
 内に「○」を記入すること（複数の指針等が該当する場合は、それぞれの枠内に「○」を記入する 
 こと。））。 

  人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 

 
  遺伝子治療等臨床研究に関する指針 
 
   厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 
 
 ○  その他の指針等（指針等の名称：                         ） 
 
 疫学・生物統計学の専門家の関与の有無  有（氏名:     所属機関:        ）・

無 ・ 該当なし 

 

 
 臨 床 研 究 登 録 予 定 の 有 無 有 ・ 無 ・ 該当なし 

 

 


